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RoHS 化審 POPs 労安 ｵｿﾞﾝ

A1-01 ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物
100ppm以下
(100ppm以下)注記3

○ 注記2

A1-02 六価ｸﾛﾑ化合物
1000ppm 以下
(100ppm以下)注記3

○ 〃

A1-03 鉛及びその化合物
1000ppm 以下
(100ppm以下)注記3

○ 〃

A1-04 水銀及びその化合物
1000ppm 以下
(100ppm以下)注記3

○ 〃

A1-05 ﾎﾟﾘ臭化ﾋﾞﾌｪﾆ-ﾙ類(PBB類) 臭素系難燃剤 1000ppm 以下 ○ 〃
A1-06 ﾎﾟﾘ臭化ｼﾞﾌｪﾆﾙｴ-ﾃﾙ類(PBDE類) 臭素系難燃剤 1000ppm以下 ○ 〃
A1-07 ﾌﾀﾙ酸ﾋﾞｽ(DEHP) ﾌﾀﾙ酸ｴｽﾃﾙ類 1000ppm以下 ○ 〃
A1-08 ﾌﾀﾙ酸ｼﾞﾌﾞﾁﾙ(DBP) ﾌﾀﾙ酸ｴｽﾃﾙ類 1000ppm以下 ○ 〃
A1-09 ﾌﾀﾙ酸ﾌﾞﾁﾙﾍﾞﾝｼﾞﾙ(BBP) ﾌﾀﾙ酸ｴｽﾃﾙ類 1000ppm以下 ○ 〃
A1-10 ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｲｿﾌﾞﾁﾙ(DIBP) ﾌﾀﾙ酸ｴｽﾃﾙ類 1000ppm以下 ○ 〃
A2-01 ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾌｪﾆﾙ(PCB類) 使用の原則禁止 ○ ○
A2-02 ﾎﾟﾘ塩化ﾅﾌﾀﾚﾝ(塩素数が2以上のものに限る｡) 使用の原則禁止 ○ ○
A2-03 ﾍｷｻｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ(HCB) 使用の原則禁止 ○ ○

A2-04
1,2,3,4,10,10-ﾍｷｻｸﾛﾛ-1,4,4a,5,8,8a-ﾍｷｻﾋﾄﾞﾛ-ｴ
ｷｿ-1,4-ｴﾝﾄﾞ-5,8-ｼﾞﾒﾀﾉﾅﾌﾀﾚﾝ

ｱﾙﾄﾞﾘﾝ 使用の原則禁止 ○ ○

A2-05
1,2,3,4,10,10-ﾍｷｻｸﾛﾛ-6,7-ｴﾎﾟｷｼ-
1,4,4a,5,6,7,8,8a-ｵｸﾀﾋﾄﾞﾛ-ｴｷｿ-1,4-ｴﾝﾄﾞ-5,8-
ｼﾞﾒﾀﾉﾅﾌﾀﾚﾝ

ﾃﾞｨﾙﾄﾞﾘﾝ 使用の原則禁止 ○ ○

A2-06
1,2,3,4,10,10-ﾍｷｻｸﾛﾛ-6,7-ｴﾎﾟｷｼ-
1,4,4a,5,6,7,8,8a-ｵｸﾀﾋﾄﾞﾛ-ｴﾝﾄﾞ-1,4-ｴﾝﾄﾞ-5,8-
ｼﾞﾒﾀﾉﾅﾌﾀﾚﾝ

ｴﾝﾄﾞﾘﾝ 使用の原則禁止 ○ ○

A2-07 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛ-2,2-ﾋﾞｽ(4-ｸﾛﾛﾌｪﾆﾙ)ｴﾀﾝ DDT 使用の原則禁止 ○

A2-08

1,2,4,5,6,7,8,8-ｵｸﾀｸﾛﾛ-2,3,3a,4,7,7a-ﾍｷｻﾋﾄﾞﾛ
-4,7-ﾒﾀﾉ-1H-ｲﾝﾃﾞﾝ､1,4,5,6,7,8,8-ﾍﾌﾟﾀｸﾛﾛ-
3a,4,7,7a-ﾃﾄﾗﾋﾄﾞﾛ-4,7-ﾒﾀﾉ-1H-ｲﾝﾃﾞﾝ及びこれら
の類縁化合物の混合物

ｸﾛﾙﾃﾞﾝ又はﾍﾌﾟﾀｸﾛﾙ 使用の原則禁止 ○ ○

A2-09 ﾋﾞｽ(ﾄﾘﾌﾞﾁﾙｽｽﾞ)=ｵｷｼﾄﾞ 使用の原則禁止 ○

A2-10
N,N'-ｼﾞﾄﾘﾙ-ﾊﾟﾗ-ﾌｪﾆﾚﾝｼﾞｱﾐﾝ､N-ﾄﾘﾙ-N'-ｷｼﾘﾙ-ﾊﾟﾗ-
ﾌｪﾆﾚﾝｼﾞｱﾐﾝ又はN,N'-ｼﾞｷｼﾘﾙ-ﾊﾟﾗ-ﾌｪﾆﾚﾝｼﾞｱﾐﾝ

使用の原則禁止 ○

A2-11 2,4,6-ﾄﾘ-ﾀｰｼｬﾘ-ﾌﾞﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ 使用の原則禁止 ○
A2-12 ﾎﾟﾘｸﾛﾛ-2,2-ｼﾞﾒﾁﾙ-3-ﾒﾁﾘﾃﾞﾝﾋﾞｼｸﾛ[2.2.1]ﾍﾌﾟﾀﾝ ﾄｷｻﾌｪﾝ 使用の原則禁止 ○ ○

A2-13
ﾄﾞﾃﾞｶｸﾛﾛﾍﾟﾝﾀｼｸﾛ[5.3.0.0(2,6).0(3,9).0(4,8)]
ﾃﾞｶﾝ

ﾏｲﾚｯｸｽ 使用の原則禁止 ○ ○

A2-14 2,2,2-ﾄﾘｸﾛﾛ-1,1-ﾋﾞｽ(4-ｸﾛﾛﾌｪﾆﾙ)ｴﾀﾉｰﾙ ｼﾞｺﾎﾙ又はｹﾙｾﾝ 使用の原則禁止 ○ ○

有害規制物質リスト

管理No
規制要求事項

備　考規制（閾値）グループ・別名等物質名称
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A2-15 ﾍｷｻｸﾛﾛﾌﾞﾀ-1,3-ｼﾞｴﾝ ﾍｷｻｸﾛﾛﾌﾞﾀｼﾞｴﾝ 使用の原則禁止 ○ ○

A2-16
2-(2H-1,2,3-ﾍﾞﾝｿﾞﾄﾘｱｿﾞｰﾙ-2-ｲﾙ)-4,6-ｼﾞ-tert-
ﾌﾞﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ

使用の原則禁止 ○

A2-17 ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛ(ｵｸﾀﾝ-1-ｽﾙﾎﾝ酸)又はその塩 PFOS 使用の原則禁止 ○
A2-18 ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛ(ｵｸﾀﾝ-1-ｽﾙﾎﾆﾙ)=ﾌﾙｵﾘﾄﾞ PFOSF 使用の原則禁止 ○
A2-19 ﾍﾟﾝﾀｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ(PeCB) 使用の原則禁止 ○ ○
A2-20 r-1,c-2,t-3,c-4,t-5,t-6-ﾍｷｻｸﾛﾛｼｸﾛﾍｷｻﾝ αｰﾍｷｻｸﾛﾛｼｸﾛﾍｷｻﾝ 使用の原則禁止 ○ ○
A2-21 r-1,t-2,c-3,t-4,c-5,t-6-ﾍｷｻｸﾛﾛｼｸﾛﾍｷｻﾝ βｰﾍｷｻｸﾛﾛｼｸﾛﾍｷｻﾝ 使用の原則禁止 ○ ○
A2-22 r-1,c-2,t-3,c-4,c-5,t-6-ﾍｷｻｸﾛﾛｼｸﾛﾍｷｻﾝ γ-ﾍｷｻｸﾛﾛｼｸﾛﾍｷｻﾝ又はﾘﾝﾃﾞﾝ 使用の原則禁止 ○ ○

A2-23
ﾃﾞｶｸﾛﾛﾍﾟﾝﾀｼｸﾛ[5.3.0.0(2,6).0(3,9).0(4,8)]ﾃﾞｶ
ﾝ-5-ｵﾝ

ｸﾛﾙﾃﾞｺﾝ 使用の原則禁止 ○ ○

A2-24 ﾍｷｻﾌﾞﾛﾓﾋﾞﾌｪﾆﾙ 使用の原則禁止 ○ ○
A2-25 ﾃﾄﾗﾌﾞﾛﾓ(ﾌｪﾉｷｼﾍﾞﾝｾﾞﾝ) ﾃﾄﾗﾌﾞﾛﾓｼﾞﾌｪﾆﾙｴｰﾃﾙ 使用の原則禁止 ○ ○
A2-26 ﾍﾟﾝﾀﾌﾞﾛﾓ(ﾌｪﾉｷｼﾍﾞﾝｾﾞﾝ) ﾍﾟﾝﾀﾌﾞﾛﾓｼﾞﾌｪﾆﾙｴｰﾃﾙ 使用の原則禁止 ○ ○
A2-27 ﾍｷｻﾌﾞﾛﾓ(ﾌｪﾉｷｼﾍﾞﾝｾﾞﾝ) ﾍｷｻﾌﾞﾛﾓｼﾞﾌｪﾆﾙｴｰﾃﾙ 使用の原則禁止 ○ ○
A2-28 ﾍﾌﾟﾀﾌﾞﾛﾓ(ﾌｪﾉｷｼﾍﾞﾝｾﾞﾝ) ﾍﾌﾟﾀﾌﾞﾛﾓｼﾞﾌｪﾆﾙｴｰﾃﾙ 使用の原則禁止 ○ ○

A2-29
6,7,8,9,10,10ｰﾍｷｻｸﾛﾛｰ1,5,5a,6,9,9aｰﾍｷｻﾋﾄﾞﾛｰ
6,9ｰﾒﾀﾉｰ2,4,3ｰﾍﾞﾝｿﾞｼﾞｵｷｻﾁｴﾋﾟﾝ=3ｰｵｷｼﾄﾞ

ｴﾝﾄﾞｽﾙﾌｧﾝ又はﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾟﾝ 使用の原則禁止 ○ ○

A2-30 ﾍｷｻﾌﾞﾛﾓｼｸﾛﾄﾞﾃﾞｶﾝ 使用の原則禁止 ○ ○
A2-31 ﾍﾟﾝﾀｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ､その塩及びｴｽﾃﾙ類 使用の原則禁止 ○ ○

A2-32
ﾎﾟﾘ塩化直鎖ﾊﾟﾗﾌｨﾝ(炭素数が10から13までのもの
であって､塩素の含有量が全重量の48%を超えるも
のに限る｡)

短鎖塩素化ﾊﾟﾗﾌｨﾝ(SCCP) 使用の原則禁止 ○ ○

A2-33 1･1´ｰｵｷｼﾋﾞｽ(2･3･4･5･6ｰﾍﾟﾝﾀﾌﾞﾛﾓﾍﾞﾝｾﾞﾝ) ﾃﾞｶﾌﾞﾛﾓｼﾞﾌｪﾆﾙｴｰﾃﾙ 使用の原則禁止 ○ ○
A2-34 ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)とその塩及び関連物質 PFOA 使用の原則禁止 ○ ○ 注記7

ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｱﾙｶﾝ酸(構造が分枝であつて､炭素数が8の
ものに限る｡)(PFOAの異性体)又はその塩

ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｱﾙｶﾝ酸

A2-35
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸関連物質(次に掲げる化学物質をい
う｡)

ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸 使用の原則禁止 ○ ○

A2-35 ｲ
1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-ﾍﾌﾟﾀﾃﾞｶﾌﾙｵ
ﾛ-8-ﾖｰﾄﾞｵｸﾀﾝ

ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾁﾙ=ﾖｰｼﾞﾄﾞ 使用の原則禁止 ○ ○

A2-35 ﾛ
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-ﾍﾌﾟﾀﾃﾞｶ
ﾌﾙｵﾛﾃﾞｶﾝ-1-ｵｰﾙ

8:2ﾌﾙｵﾛﾃﾛﾏｰｱﾙｺｰﾙ 使用の原則禁止 ○ ○

A2-35 ﾊ

ｲ及びﾛに掲げるもののほか､炭素原子と直接に結
合するﾍﾟﾝﾀﾃﾞｶﾌﾙｵﾛｱﾙｷﾙ基(炭素数が七のものに限
る｡)を有する化合物であつて､自然的作用による
化学的変化によりﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸又はﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｱﾙｶﾝ
酸を生成する化学物質として厚生労働省令､経済
産業省令､環境省令で定めるもの

ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸又はﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｱ
ﾙｶﾝ酸を生成する化学物質

使用の原則禁止 ○ ○
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A2-36
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛ(ﾍｷｻﾝｰ一ｰｽﾙﾎﾝ酸)若しくはﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛ(ｱﾙｶﾝｽ
ﾙﾎﾝ酸)(構造が分枝であつて､炭素数が六のものに
限る｡)又はこれらの塩

PFHxS若しくはその異性体又
はこれらの塩

使用の原則禁止 ○ ○

A2-37
2ｰ(2Hｰ1,2,3ｰﾍﾞﾝｿﾞﾄﾘｱｿﾞｰﾙｰ2ｰｲﾙ)ｰ4,6ｰｼﾞｰﾀｰｼｬﾘｰ
ﾍﾟﾝﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ

UV-328 使用の原則禁止 ○ ○

A2-38 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛ-2,2-ﾋﾞｽ(ﾒﾄｷｼﾌｪﾆﾙ)ｴﾀﾝ ﾒﾄｷｼｸﾛﾙ 使用の原則禁止 ○ ○

A2-39
1,2,3,4,7,8,9,10,13,13,14,14-ﾄﾞﾃﾞｶｸﾛﾛ-
1,4,4a,5,6,6a,7,10,10a,11,12,12a-ﾄﾞﾃﾞｶﾋﾄﾞﾛ-
1,4:7,10-ｼﾞﾒﾀﾉｼﾞﾍﾞﾝｿﾞ[a,e][8]ｱﾝﾇﾚﾝ

ﾃﾞｸﾛﾗﾝﾌﾟﾗｽ 使用の原則禁止 ○ ○

A2-40
長鎖ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｶﾙﾎﾞﾝ酸(LC-PFCA)とその塩及びLC-
PFCA関連物質(炭素数9~21までのもの)

LC-PFCA 使用の原則禁止 ○

A2-41
中鎖塩素化ﾊﾟﾗﾌｨﾝ(炭素数14~17までのものであっ
て塩素の含有量が全重量の45%以上であるも
の)(MCCP)

MCCP 使用の原則禁止 ○

A2-42 ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽ 使用の原則禁止 ○
A3-01 黄りんﾏﾂﾁ 製造禁止 ○ 法第55条、令第16条
A3-02 ﾍﾞﾝｼﾞｼﾞﾝ及びその塩 製造禁止(1%以下) ○ 〃
A3-03 四ｰｱﾐﾉｼﾞﾌｴﾆﾙ及びその塩 製造禁止(1%以下) ○ 〃

A3-04 ｱｽﾍﾞｽﾄ(石綿)類
製造禁止(0.1%以下)
分析、調査用途は除外

○ 〃

A3-05 四ｰﾆﾄﾛｼﾞﾌｴﾆﾙ及びその塩 製造禁止(1%以下) ○ 〃
A3-06 ﾋﾞｽ(ｸﾛﾛﾒﾁﾙ)ｴｰﾃﾙ 製造禁止(1%以下) ○ 〃
A3-07 βｰﾅﾌﾁﾙｱﾐﾝ及びその塩 製造禁止(1%以下) ○ 〃
A3-08 ﾍﾞﾝｾﾞﾝを含有するｺﾞﾑのり 製造禁止(5%以下) ○ 〃
A3-09 ｼﾞｸﾛﾙﾍﾞﾝｼﾞｼﾞﾝ及びその塩 製造許可(1%以下) ○ 法第56条、令第17条
A3-10 αｰﾅﾌﾁﾙｱﾐﾝ及びその塩 製造許可(1%以下) ○ 〃
A3-11 塩素化ﾋﾞﾌｴﾆﾙ(別名PCB) 製造許可(1%以下) ○ 〃
A3-12 ｵﾙﾄｰﾄﾘｼﾞﾝ及びその塩 製造許可(1%以下) ○ 〃
A3-13 ｼﾞｱﾆｼｼﾞﾝ及びその塩 製造許可(1%以下) ○ 〃

A3-14 ﾍﾞﾘﾘｳﾑ及びその化合物
製造許可(1%以下)
合金(3%以下)

○ 〃

A3-15 ﾍﾞﾝｿﾞﾄﾘｸﾛﾘﾄﾞ 製造許可(0.5%以下) ○ 〃
A4-01 特定ﾌﾛﾝ(CFC) 議定書附属書A ｸﾞﾙｰﾌﾟⅠ 使用の原則禁止 ○ 注記4
A4-02 特定ﾊﾛﾝ 議定書附属書A ｸﾞﾙｰﾌﾟⅡ 使用の原則禁止 ○ 〃
A4-03 その他CFC 議定書附属書B ｸﾞﾙｰﾌﾟⅠ 使用の原則禁止 ○ 〃
A4-04 四塩化炭素 議定書附属書B ｸﾞﾙｰﾌﾟⅡ 使用の原則禁止 ○ 〃
A4-05 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ(ﾒﾁﾙｸﾛﾛﾎﾙﾑ) 議定書附属書B ｸﾞﾙｰﾌﾟⅢ 使用の原則禁止 ○ 〃
A4-06 HCFC 議定書附属書C ｸﾞﾙｰﾌﾟⅠ 使用の原則禁止 ○ 〃
A4-07 HBFC 議定書附属書C ｸﾞﾙｰﾌﾟⅡ 使用の原則禁止 ○ 〃
A4-08 ﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ 議定書附属書C ｸﾞﾙｰﾌﾟⅢ 使用の原則禁止 ○ 〃
A4-09 臭化ﾒﾁﾙ 議定書附属書E ｸﾞﾙｰﾌﾟⅠ 使用の原則禁止 ○ 〃
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RoHS 化審 POPs 労安 ｵｿﾞﾝ
管理No

規制要求事項
備　考規制（閾値）グループ・別名等物質名称

A4-10 HFC 議定書附属書F ｸﾞﾙｰﾌﾟⅠ 使用の原則禁止 ○ 〃
A4-11 ﾄﾘﾌﾙｵﾛﾒﾀﾝ 議定書附属書F ｸﾞﾙｰﾌﾟⅡ 使用の原則禁止 ○ 〃
A5-01 弊社顧客が要求する使用禁止物質(注記5)
B1-01 chemSHERPA管理対象物質(注記6)

規制要求事項
RoHS EU RoHS 指令
化審 化審法（第一種特定化学物質）
POPs  POPs条約　附属書A該当物質
労安 労働安全衛生法
ｵｿﾞﾝ ﾓﾝﾄﾘｵｰﾙ議定書（ｵｿﾞﾝ層保護法）

注意事項
注記1 規制要求事項の規制物質及び規制内容（規制値）等は、制定又は改訂時の内容のため、最新の要求事項と異なる場合が有ります。
注記2 EU RoHS 適用除外が認められている使用可能用途（将来的に認められる使用可能用途を含む）に限り、含有禁止の除外とします。
注記3 梱包資材の場合、4物質（ｶﾄﾞﾐｳﾑ、六価ｸﾛﾑ、鉛、水銀及びこれらの化合物）の総量として重量比：100ppmを含有濃度の閾値とします。
注記4 製造工程等での使用を禁止します。
注記5 chemSHERPA(ｹﾑｼｪﾙﾊﾟ)ﾃﾞｰﾀ作成支援ﾂｰﾙによる含有量報告により、弊社で確認し、顧客へ報告します。
注記6 chemSHERPA(ｹﾑｼｪﾙﾊﾟ)ﾃﾞｰﾀ作成支援ﾂｰﾙによる含有量の報告をお願い致します。
注記7 POPs 適用除外規制が５年間有効になります。含有が確認された場合、最新情報をご確認ください。

改訂履歴
19/02/28 ver-01 制定
21/05/20 ver-02 化審法、POPs改訂情報による物質追加
24/09/30 ver-03 化審法、POPs改訂情報による物質追加
25/09/30 ver-04 化審法、POPs改訂情報による物質追加
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